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はじめに 
性差意識の除去は和歌山大学男女共同参画の基本方針であり、

和歌山大学で働く皆さんに制度を周知し、 

個々に活用してもらうことが男女共同参画を進めていくうえで 

重要と考え、このパンフレットを制作しました。 

※今回、育児・介護休業法が改正されましたので、それに伴い

パンフレットも改訂しました。 



このガイドブックに掲載の情報は、平成３０年１月現在のもので、規則・

規程の一例を表したものです。制度の利用・休暇等の取得に関しては、該

当規則・規程をご覧いただき、所属の総務担当者又は総務課にご相談くだ

さい。 
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●育児・介護休業法改正への対応ポイント

これまでは 改正後は 

育

児

休

業

●常勤職員

育児休業の延長請求は、特別な

事情がある場合 を除き、１回限

り。 

●常勤職員

保育所入所を希望しているが、

入所できない場合 は、延長請求

の回数に該当しなくなりまし

た。 

●非常勤職員

育児休業の取得期間が 、子が最

大１歳６か月に達するまで。 

（ただし、子が１歳６か月に達

するまでに取得する場合は、子

の１歳到達日に育児休業を取得

しており、保育所入所を希望し

ているが、入所できない場合等

の条件があります。） 

●非常勤職員

育児休業の取得期間が、子が最

大２歳に達するまで（段階的に

１歳６か月から２歳まで延長さ

れました。） 

（ただし、子が２歳に達するま

で取得する場合は、子が１歳６

か月到達日に育児休業を取得し

ており、保育所入所を希望して

いるが、入所できない等の条件

があります。） 

育児休業（段階的な延長） 

 出産       １歳   １歳６か月   ２歳 

子の１歳到達日まで育児休業しており、保育所入所

を希望しているが、入所できない場合等、延長可能 

子の１歳６か月到達日まで育児休業しており、保育所入

所を希望しているが、入所できない場合等、延長可能 
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●常勤職員（短時間特任教職員を含む）
　結婚 　介護

妊娠 ８週間

介護の為の就業制限

早出遅出勤務

結婚休暇

介護休暇

介護休業

介護休業による短時間勤務

(共済組合）

（協会けんぽ）

◆ 育児休業給付金（雇用保険）

◆ 共済掛金免除 ↓支給要件あり

介護休業給付金（雇用保険）

※和歌山県教育委員会との人事交流により採用された附属学校教員にあっては、8週間

２歳

経済的支援等

出産費・家族出産費

↑場合によっては支給

出産育児一時金

休業及び短時間勤
務

（無給/勤務時間に
応じて支給）

育児短時間勤務

育児時間

育児休業◆

特別休暇（有給）

◆妊娠中の通勤緩和・休息

◆妊産婦の保健指導・健康  検査

◆産前休暇※

改姓・改籍
届記載事項
変更届

◆産後休暇

◆配偶者
出産付添休暇

子の看護休暇

◆育児参加休暇

保育休暇

利用できる制度一覧

勤務の制限
勤務時間異動等

◆母性保護（健康保護・業務軽減等）

◆妊産婦の就業制限

育児の為の就業制限

早出遅出勤務

妊娠・出産 育児

６週間　 出産 ８週間  １歳 ３歳 小学校就学

◆ 男性のみ

◆ 女性のみ
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制度・手続き一覧 ●常勤職員
※提出書類については、Garoon＞事務手続きガイドをご参照ください。

女性 男性

結婚 結婚休暇 前５日～後６月 ○ ○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（５）

母性保護
（健康保護・業務軽減等）

妊娠中～産後１年 ○ ― ― 教職員就業規則　第３２条

妊産婦の就業制限 妊娠中～産後１年 ○ ― （必要に応じて）証明書類 教職員勤務時間及び休暇等規程　第７条２項

妊娠中の通勤緩和・休息 妊娠中 ○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第５条（３）（４）

妊産婦の保健指導・健康診査 妊娠中～産後１年 ○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第５条（２）

妊娠 産前休暇

６週間（和歌山県教育委員会
との人事交流により採用され
た附属学校教員にあっては８
週間、多胎妊娠の場合は１４
週間）以内

○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（６）

産後休暇
出産の翌日から８週を経過す
る日まで

○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（７）

配偶者出産付添休暇
配偶者の入院～
産後２週間(２日以内）

○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（９）

育児参加休暇
配偶者の産前・産後休暇の期
間（５日以内）

○ 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（１７）

育児の為の就業制限 小学校就学まで ― ― 教職員勤務時間及び休暇等規程　第７条２項３項５項

早出遅出勤務（育児） 小学校就学まで ―
早出遅出勤務請求書

（必要に応じて）証明書類
教職員勤務時間及び休暇等規程　第７条の２
教職員勤務時間及び休暇等細則　第２条の２

保育休暇 １歳に達するまで 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（８）

育児短時間勤務 小学校就学まで
減給（勤務時間に応

じて支給）
育児短時間勤務請求書 教職員育児休業等細則　第３章

育児休業 満３歳 無給
育児休業請求書

（必要に応じて）証明書類
教職員育児休業等細則　第２章

育児時間 小学校就学まで
減給（勤務時間に応

じて支給）
育児時間請求書 教職員育児休業等細則　第４章

子の看護休暇 小学校就学まで 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（１０）

介護の為の就業制限 承認された期間 ― ― 教職員勤務時間及び休暇等規程第７条５項

早出遅出勤務（介護） 承認された期間 ―
早出遅出勤務請求書

（必要に応じて）証明書類
教職員勤務時間及び休暇等規程　第７条の２
教職員勤務時間及び休暇等細則　第２条の２

介護休暇 相当であると認められる期間 有給 特別休暇簿 教職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（１０）

介護休業
対象家族１人につき，３回を上
限として、通算６月まで

無給
介護休業承認請求書

（必要に応じて）証明書類
教職員介護休業細則　第４条

介護休業による短時間勤務
対象家族１人につき，３回を上
限として、通算６月まで

減給（勤務時間に応
じて支給）

介護休業承認請求書
（必要に応じて）証明書類

教職員介護休業細則　第４条

○

○

○

制度

介護 ○

○

○

○

○

育児

○

○

○

○

規　　　則取得可能期間（日数）
対象

有給・無給 提出書類
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●常勤職員

結婚 
改姓改籍届（戸籍謄本等を添付：人事係）

記載事項変更届（共済組合：服務・福祉係）を提出してください。

★旧姓を使用することもできます

手続の流れ

  本人の申し出    総務課人事係 

 

旧姓使用ができるもの 旧姓使用ができないもの 

人事異動通知書 身上調書 

出勤簿・休暇簿・身分証明書 

旅行命令・起案文書 

職場での呼称・電話番号簿・座席表 

通勤届・扶養親族届・住居届 等 

税金関係（源泉徴収書・扶養控除申

請書 等） 

共済事業関係（組合証・被扶養者申

告・各種給付金請求 等） 

財形貯蓄関係 

保健関係（雇用保険・社会保険 等） 

【問合せ先】総務課 人事係／服務・福祉係 

旧姓使用申出書の提出 

（戸籍抄本の添付） 

 戸籍上の氏と旧姓について本人確認が取れ次第、旧姓

使用を開始できる旨を連絡します。 
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●常勤職員 

特別休暇  
結婚の日から前５日～後６月の範囲内で連続する５日（休日を含む暦日）

で取得可能です。  
 
Q：婚姻届を出してない場合でも認められますか？ 
A：事実上の婚姻関係（内縁）に入る場合でも、式、旅行その他行事等が

行われるのであれば、認められます。 

 
Q：結婚式・新婚旅行以外でも認められますか？ 
A：「結婚に伴い必要と認められる行事等」であり、結婚式・新婚旅行の準

備、婚姻の届け出、新居の準備、仲人へのあいさつ等結婚すれば社会通念

上必要と認められる行事等の場合は認められます。 

 
Q：結婚式の日と婚姻届の日が異なる場合、「結婚の日」はいつになります

か？ 

A：「結婚の日」とは、社会的に結婚したと認められる日であり、一般的に

は結婚式の日がこれにあたります。しかし、婚姻届を出して、事実上も結

婚生活に入った後で結婚式を行う場合は、婚姻届の日が「結婚の日」に該

当します。 

 
Q：採用前に結婚した場合、休暇は取得できますか？ 

A：職員となった時期にかかわらず、「結婚に伴い必要と認められる行事等」

が実施されるのであれば承認されます。 
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●常勤職員 

妊娠・出産 
＜妊娠期＞ 

母性保護（妊産婦の就業制限） 

・ 妊産婦は、妊娠～産後１年は、危険あるいは有害な業務に就くことを

制限されます。 

・ 妊産婦は、業務の軽減又は他の軽易な作業に就くことを請求できます。 

  

妊産婦の就業制限 
妊産婦が申し出た場合、深夜業・時間外労働が免除されます。 

 深夜業：午後１０時から午前５時までの間における勤務 

 時間外労働：１日７時間４５分、週３８時間４５分を超える勤務 

 

妊娠中の通勤緩和・休息 
母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合勤務が免除さ

れます。 

通勤緩和：通勤に利用する交通機関の混雑の程度（勤務時間の前後１時

間以内） 

休  息：業務中、適宜休息し、又は補足するために必要な時間 

 

妊産婦の保健指導・健康診査 
 妊産婦は母子保健法の規定に基づく妊産婦検診を受けるために必要な

時間、勤務が免除されます。 

産前 

妊娠     ２３週 ２４週      ３５週 ３６週      出産まで 

  

 

 

 産後（１年以内） 

医師等の指示による必要な時間 

４週に１回 

 
２週に１回 

 
１週に１回 

 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 
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●常勤職員 

【母性健康管理指導事項連絡カード】 

妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、何等かの措置が必要であると医

師から指導を受けた時、医師からの指導事項を伝えるためのカードです。 

このカードを提出すると、記載内容に応じた適切な措置を受けることが

できます。（詳しくは厚生労働省の HPでご確認ください。また、ほとんど

の母子健康手帳に様式が記載されています。） 

 

＜出産期＞ 

産前休暇 
６週間（和歌山県教育委員会との人事交流により採用された附属学校

教員にあっては８週間、多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の

女性教職員が申し出た場合、出産の日までの期間を取得できます。 

 ※出産の日は、産前休暇に含まれます。 

 
Q：産前・産後休暇に承認制がとられていないのは何故ですか？ 

A：産前については、出産する予定である教職員の申し出、産後につい

ては、出産という事実があれば休暇が成立するということであり、所属

長により何らかの判断を加える余地はありません。 

（従って、休暇簿の承認・不承認のチェックも必要ありません。） 

 
産後休暇 

 出産の翌日から８週間を経過する日までの期間。（産後休暇について、

６週間は強制的な休暇ですが、それ以降に女性職員が就業を申し出た場

合において医師が支障がないと認めた場合を除きます。） 

 
Q：流産した場合も、産後の特別休暇は認められますか？ 
A：妊娠４か月（８５日）以上であれば認められます。 

  

◆ 

◆ 
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●常勤職員 

配偶者出産付添休暇 
教職員が配偶者（事実婚含む）の出産に伴い勤務しないことが相当であ

ると認められる場合、配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出

産の日後２週間を経過する日までの間の２日以内の範囲内の期間 
 
配偶者 入院       出産       出産後２週間 

 
夫              ２日以内 

 
Q：「配偶者の出産に伴い勤務しないことが認められる場合」とは具体的

にどのような場合ですか？ 

A：配偶者の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添

い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のためなどです。 

 
Q：時間単位でも取得できますか？ 

A：「配偶者出産付添休暇」は特別休暇に当たりますので、必要に応じて

１日、１時間単位で取得できます。 

 
育児参加休暇 
 教職員の配偶者の産前・産後休暇の期間で、出産に係る子又は小学校就

学前の子を養育する教職員が、これらの子の養育のために勤務しないこと

が相当であると認められる場合、当該期間内における５日の範囲内の期間 

  

８週間       出産      ８週間 

配偶者   

 

夫          ５日以内 

 

【問合せ先】総務課総務係 

 

◆ 

◆ 
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●常勤職員 

経済的支援 

出産費・家族出産費（共済組合から） 
共済組合員又はその被扶養者が出産した時は、次の出産費などが支給

されます。 

組合員・被扶養者 出産費・家族出産費 

産科医療補償制度加入機関での出産※ ４２０，０００円 

上記以外の医療機関等での出産 ４０４，０００円 

１．妊娠４か月（８５日）以上であれば、死産・流産などの異常分娩や

人工妊娠中絶に対しても、支給されます。 

２．多生児を出産した時は、胎児数分の額が支給されます。 

※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、

産科医療補償制度に係る保険料相当の１６，０００円が支給額に含ま

れます。 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 

※ 協会けんぽの加入者の場合は、出産育児一時金として、同様の金額

が支給されます。 

【問合せ先】総務課人事係 

 

産前・産後休暇期間の共済掛金免除 
共済組合員が産前産後休暇を取得した時は、共済組合へ申し出ること

により産前産後休暇が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、

共済掛金が免除されます。 

 ●「産前産後休業期間掛金免除申出書」を提出してください。 

 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 
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●常勤職員 

育児期 
育児の為の就業制限 
 教職員が申し出た場合、時間外労働・所定外労働・深夜業が免除されま

す。 

 時間外労働：①午後１０時から午前５時まで 

 ②１日７時間４５分、週３８時間４５分を超える勤務  

（産後１年を経過しない教職員） 

 所定外労働：所定の勤務時間以外の時間又は休日の勤務 

         （３歳未満の子の養育を行う場合） 

 深夜業：午後１０時から午前５時までの間における勤務 

（小学校就学前の子の養育を行う場合） 

  

早出遅出勤務 
 小学校就学前の子の養育等のために教職員が請求した場合には、業務の

正常な運営を妨げる場合を除き、教職員の始業及び就業の時刻をそれぞれ

午前７時以降及び午後１０時以前に設定することができます。 

＊手続き 

早出遅出勤務をしようとする期間の開始予定日及び終了予定日を

明らかにして、早出遅出勤務請求書により申し出をします。 

【問合せ先】総務課総務係 

保育休暇 
 生後１年に達しない子を育てる教職員が、その子への授乳や託児所への

送迎え等を行う場合 

◎単位 

１日２回それぞれ３０分単位 

（２回分を連続させて１時間とすることもできます。） 
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●常勤職員 

Q：夫婦共働きである場合、同時に保育時間を請求することはできます

か？ 
A：男性職員が保育休暇を請求する場合、配偶者が同様の休暇（保育時

間・育児休業・育児短時間勤務・育児時間など）を取得している場合に

は調整され、１日２回それぞれ３０分（計１時間）から配偶者が取得す

る時間を差し引いた時間を超えない範囲で請求できます。 

 
Q：保育時間に年次休暇を組み合わせて請求できますか？ 
A：保育時間は原則として、その前後に勤務することを前提として認め

られるものであることから、組み合わせての請求はきません。 

 
子の看護休暇 
 小学校就学前の子を養育する教職員が、その子の看護の為勤務しないこ

とが相当と認められる場合、１年度（４月１日～翌年３月３１日）のうち

以下の範囲内で休暇を取得できます。 

 ・対象が１人の場合：５日 

 ・対象が２人以上の場合：１０日 

 
Q：子の看護休暇において、「子の看護の為勤務しないことが相当と認め

られる場合」とは具体的にどのような場合ですか？ 

A：負傷又は病気にかかったその子の世話、予防接種又は健康診断を受

けさせる場合などです。 

11



●常勤職員 

育児休業 

 満３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達する日（誕生日の前

日）まで育児休業を請求することができます。 

注）育児休業をする教職員の職務代行の為に、期間を定めて臨時に雇用された教職員は請求

することができません。 

＊手続き 

＜育児休業を請求する場合＞ 

 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして、育児

休業開始予定日の前日から起算して１か月前の日までに、育児休業請

求書により申し出をします。 

＜延長する場合＞ 

育児休業終了予定日の１か月前までに育児休業請求書を再提出し

てください。その際、保育所入所を希望しているが、入所できない場

合に市町村が発行する証明書も提出してください。 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 

 
Q：育児休業の取得に制限はありますか？ 

A：特段の事情がある場合を除き、当該子について１回限りです。ただ

し、以下に該当する場合は、適用外です。 

 育児休業に係る日の出生の日から起算して８週間を経過する日の

翌日までの期間に、育児休業をした父親（教職員）が、再度育児休

業をする時は２回目の休業が取得可能。（パパ・ママ育休プラス） 

 保育園入所を希望しているが、入所できない場合。 
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●常勤職員 

 

育児短時間勤務 
 小学校就学前の子の養育のため、以下のいずれかの勤務形態により、教

職員が希望する日及び時間帯において勤務することができます。 

① １日につき３時間５５分勤務 

② １日につき４時間５５分勤務 

③ 週２日を休日とし、休日以外の日（３日）において１日につき７時

間４５分勤務すること。 

④ 週２日を休日とし、休日以外の日（３日）のうち、２日については、

１日につき７時間４５分、１日については１日につき３時間５５分

勤務とすること。 

※土曜日及び日曜日を休日とします。 

注）育児休業をする教職員の職務代行の為に、期間を定めて臨時に雇用された教職員

は請求することができません。 

 
＊手続き  

 育児短時間勤務をしようとする期間（１か月以上１年以下の期間）

の開始予定日及び終了予定日並びにその勤務形態における勤務の日

及び時間帯を明らかにして、育児短時間勤務開始予定日の１か月前ま

でに育児短時間勤務請求書により申し出をします。 

 

育児時間 
 小学校就学前の子の養育のため、１日の勤務時間の一部について勤務し

ないことができます。 

注）育児休業をする教職員の職務代行の為に、期間を定めて臨時に雇用された教職員

で、勤続１年未満の者及び育児短時間勤務教職員は請求することができません。 

◎単位 

 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を

超えない範囲で、３０分単位 
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●常勤職員 

＊手続き  

 育児時間勤務を始めようとする日の前日から起算して１か月前の

日までに育児時間請求書により申し出をします。 

 

Q：保育休暇と育児時間を組み合わせて取得できますか？ 

A：育児時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて認められる

ため、出退勤時に両方を取得する場合は、 

出勤時：育児時間→保育休暇→勤務 の順、 

退勤時：勤務→保育休暇→育児時間 の順に取得できます。 

 
Q：育児時間の前後に引き続いて年次休暇を取得できますか？ 
A：育時時間は原則として、その前後に勤務することを前提として認め

られるものであることから、組み合わせての請求はきません。 

 

経済的支援 

育児休業給付金（雇用保険から） 
 支給対象者 

   １歳未満の子（保育所に入所できないなど、特別な事情がある場合

は２歳に達するまで）を養育するために育児休業をする一般被保険者

で、育児休業開始前２年間に、賃金支払基礎日数が１１日以上ある月

が１２か月以上ある人に支給されます。 

 給付内容 

   各支給単位期間（育児休業を開始した日から起算した１か月ごとの

期間）について支給されます。   

   金額  休業開始時賃金日額×支給日数× ５０％☆（当分の間） 

※賃金月額には上限があります。 

☆育児休業開始日から１８０日に達するまでの間は、６７％となります。 

 

【問い合わせ先】総務課服務・福祉係 
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●常勤職員 

 

Q：育児休業給付金は男性にも支給されますか？ 

A：男女どちらにも支給されます。 

  女性：産後休暇後から支給 ／ 男性：出産日当日から支給可能 

 
Q：育児休業を延長した場合も育児休業給付金は支給されますか？ 

A：育児休業給付金は、原則１歳（再手続により１歳６か月）に達する前 

まで育児休業を取得した場合に支給されますが、保育所に入れないなどの

理由により、１歳（再手続により１歳６か月）に達する前日までに育児休

業を延長した場合、１歳６か月（再手続により２歳）に達する前日まで育

児休業給付金が支給されます。 

 

育児休業期間の共済掛金免除 

 組合員が育児休業の承認を受けた時、共済組合へ申し出ることにより、

育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、共済掛金が免

除されます。 

●「育児休業期間掛金免除申請書」を提出してください。 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 

  

15



●常勤職員 

両親ともに育児休業をする場合の特例（パパ・ママ育休プラス） 

両親ともに育児休業をとる場合には、一定の条件を満たせば、子が１歳

２か月に達する前日までの間に、最大１年まで育児休業交付金が支給され

ます。 

・支給対象者・（①～③のすべての要件を満たす場合） 

 ①育児休業開始日が、子の１歳に達する日の翌日以前であること。 

 ②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日後であ

ること。 

 ③配偶者が、子が１歳になるまでに育児休業を取得していること。 

 

＜取得例＞                 １歳に達する日の翌日 

 出産      ８週間        １歳     １歳２か月 

    母：産後休暇     母：育児休業 

                        父：育児休業 

 

 

    母：産後休暇     母：育児休業 
  

                        父：育児休業 

 

 

    母：産後休暇     母：育児休業 

 

       父：育児休業            

 

 

 

 

 

 

例① 

例② 

例③ 
父：育児休業 

育児休業に係る日の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌

日までの期間に、育児休業をした父親（教職員）が再度育児休業をす

る時は合計して１年を超えない範囲で、２回目の休業ができます。 

 

 

再取得 
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●常勤職員 

介護 
介護のための就業制限 
 要介護状態にある家族の介護を行う教職員が申し出た場合、時間外労

働・所定外労働・深夜業が免除されます。 

 深夜業：午後１０時から午前５時までの間における勤務 
 
 Q：「要介護状態にある家族」の対象家族の範囲はどこまででしょうか？ 

A：①配偶者（事実婚含む）②父母 ③子 ④配偶者の父母 

⑤祖父母・孫・及び兄弟姉妹 

⑥教職員又は配偶者にとって事実上父母及び子と同様の関係にある 

と認められる者で次に掲げる者（同居している者に限る。） 

 父母の配偶者／配偶者の父母の配偶者／子の配偶者／配偶者の子 

 

Q：要介護状態とはどのような状態でしょうか？ 

A：負傷、疾病、老齢又は心身上もしくは精神上の障害により２週間以

上の期間にわたり日常生活（食事、入力、着替え、排せつ等）を営むの

に支障がある状態であり、別添１（厚生労働省のＨＰより引用）の常時

介護を必要とする状態に関する判断基準に該当する状態をいいます。 

 

早出遅出勤務 
 要介護状態にある家族の介護を行う教職員が請求した場合には、業務の

正常な運営を妨げる場合を除き、教職員の始業及び就業の時刻をそれぞれ

午前７時以降及び午後１０時以前に設定することができます。 

＊手続き 

早出遅出勤務をしようとする期間の開始予定日及び終了予定日を

明らかにして、早出遅出勤務請求書により申し出をします。 

【問合せ先】総務課総務係 
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●常勤職員 

 

介護休暇 
 要介護者のある教職員が当該要介護者を介護するために勤務しないこ

とが相当であると認められる場合、１年度（４月１日～翌年３月３１日）

のうち以下の範囲内で休暇を取得できます。 

・対象が１人の場合：５日 

 ・対象が２人以上の場合：１０日 

 
Q：介護休暇は、どのような時に利用できますか？ 
A：要介護者の身の回りの世話等の他に、介護のために必要な物品の購

入や病院の付添い等の直接介護以外の家事援助等にも利用できます。 

 

介護休業 
 要介護状態にある家族を介護する場合に、介護休業を申し出ることがで

きます。 

【対象者】 

①配偶者（事実婚含む） 

②父母 

③子 

④配偶者の父母 

⑤祖父母・孫・及び兄弟姉妹 

⑥教職員又は配偶者にとって事実上父母及び子と同様の関係にある

と認められる者で次に掲げる者（同居している者に限る。） 

  父母の配偶者／配偶者の父母の配偶者／子の配偶者 

／配偶者の子 

【日数】 

   介護を必要とする対象家族１人につき、３回を上限として通算６ヶ

月まで。 
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●常勤職員 

＊手続き 

介護休業開始予定日の前日から起算して１週間前までの日に、１日を

単位とし、介護休業承認申請書により申し出をします。 

介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休業の申請

を行う場合は、２週間以上の期間について一括して請求してください。 

 

介護休業による短時間勤務 
 要介護状態にある家族を介護するために、１日の勤務時間で１時間を単

位とし、４時間を超えない範囲内で勤務しないことができます。 

【日数】 

   介護を必要とする対象家族１人につき、３回を上限として、通算６

ヶ月まで。 

 

＊手続き 

介護休業開始予定日の前日から起算して１週間前までの日に、介護休

業承認申請書により申し出をします。 

 
Q：介護休業の取得可能期間は、介護休業と介護休業による短時間勤務を 

あわせた期間ですか？ 

A：そうです。取得した分の時間を合算して日数にカウントするのではな

く、１時間であっても取得すれば１日としてカウントします。 
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●常勤職員 

経済的支援 
介護休業給付金 
（雇用保険から） 

 ・支給対象者・ 

   要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をする雇用

保険の被保険者で、以下の条件を満たす人に支給されます。 

 介護休業開始前２年間に、賃金支払基礎日数が１１日以上ある

月が１２か月以上ある人 

 介護休業開始日から起算して１か月ごとに区切った場合の各

期間（支給単位期間）に就業日が１０日以下であること 

 介護休業期間中の賃金が休業開始日の賃金と比べて８０％未

満に低下した人 

 ・給付内容 

   各支給単位期間（介護休業を開始した日から起算した１か月ごとの

期間）について、原則介護休業終了後まとめて支給されます。 

   金額 

    休業開始時賃金日額×支給日数× ６７％ 

 ※賃金月額には上限があります。 

 

・支給対象期間・ 

   支給対象となる家族の同一要介護状態につき、１回の介護休業期

間（最長３か月）について支給されます。 

       介護休業開始日        ３か月 

  要介護状態  

            

              最長３か月 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 
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●非常勤職員
　結婚 　介護

小学校就学

介護の為の就業制限

早出遅出勤務

介護休暇

↑場合によっては延長 介護休業

介護休業による短時間勤務

◆ 社会保険料免除

（健康保険）
↑場合によっては免除

◆ 育児休業給付金（雇用保険）

↓支給要件あり

介護休業給付金（雇用保険）

利用できる制度一覧

経済的支援等

休業及び短時間勤務
（無給/勤務時間に応じて支給）

子の看護休暇

特別休暇（有給）

特別休暇（無給）
◆産前休暇 ◆産後　休暇

勤務の制限
勤務時間異動等

保育休暇

◆妊産婦の保健指導・健康検査

◆妊娠中の通勤緩和

出産育児一時金

↑場合によっては支給

◆ 育児休業

改姓・
改籍届

◆妊娠中の休息

◆出産手当金（健康 保険）

 １歳

◆母性保護（健康保護・業務軽減等）

育児妊娠・出産

３歳妊娠 ６週間　 出産 ８週間 ２歳

◆ 男性のみ

◆ 女性のみ
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制度・手続き一覧 ●非常勤職員

女性 男性

母性保護
（健康保護・業務軽減等）

妊娠中～産後１年 ○ ― ― 臨時職員就業規則　第２６条

妊娠中の通勤緩和 妊娠中 ○ 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第１６条（２）

妊娠中の休息 妊娠中 ○ 有給 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第８条（３）

妊産婦の保健指導・健康診査 妊娠中～産後１年 ○ 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第１６条（１）

産前休暇
６週間（多胎妊娠の場合は１
４週間）以内

○ 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第１６条（３）

産後休暇
出産の翌日から８週を経過す
る日まで

○ 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第１６条（４）

保育休暇 満１歳に達するまで 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等細則　第８条（８）

子の介護休暇 小学校就学まで 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第１６条（１０）

育児休業
１歳の誕生日の前日まで
（場合によっては、２歳に達す
るまで）

無給※
育児休業請求書
（必要に応じて）
証明書類

臨時職員育児休業等細則　第２章

介護休暇 相当であると認められる期間 無給※ 特別休暇簿 臨時職員勤務時間及び休暇等規程　第１６条（１０）

介護休業
対象家族１人につき，３回を
上限として、通算９３日まで

無給

介護休業承認請求
書
（必要に応じて）
証明書類

臨時職員介護休業細則　第４条

＊１日の勤務時間が６時間１５分を超える非常勤職員については、育児時間の取得が可能です

育児 育児時間 ３歳の誕生日の前日まで 給与から減額 育児時間請求書 臨時職員育児休業細則　第５条○

規則取得可能期間（日数）
対象

有給・無給 提出書類

※臨時職員勤務時間及び休暇等規程第１６条に係る無給の休暇について
は、同条 第１３条　第２項に規定する積み立てた日数（積立休暇）に残日数
がある場合は、その日数の範囲内で有給とすることができます。

制度

介護

○

○

妊娠

○

○

○

育児
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●非常勤職員

結婚 
改姓改籍届（戸籍謄本等を添付）を提出してください。

☆旧姓を使用することもできます

手続の流れ

  本人の申し出    総務課人事係 

 

旧姓使用ができるもの 旧姓使用ができないもの 

人事異動通知書 身上調書 

出勤簿・休暇簿・身分証明書 

旅行命令・起案文書 

職場での呼称・電話番号簿・座席表 

通勤届・扶養親族届・住居届 等 

税金関係（源泉徴収書・扶養控除申

請書 等） 

財形貯蓄関係 

保健関係（雇用保険・社会保険 等） 

【問合せ先】総務課 人事係／服務・福祉係 

旧姓使用申出書の提出 

（戸籍抄本の添付） 

戸籍上の氏と旧姓について本人確認が取れ次第、旧姓

使用を開始できる旨を連絡します。 
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●非常勤職員 

妊娠・出産 
＜妊娠期＞ 

母性保護（（妊産婦の就業制限） 

・ 妊産婦は、妊娠～産後１年は、危険あるいは有害な業務に就くことを

制限されます。 

・ 妊産婦は、業務の軽減又は他の軽易な作業に就くことを請求できます。 

  

妊産婦の就業制限 
通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影

響があると認められる場合において、所定の勤務時間の始め又は終わりの

１時間以内について休暇を取得できます。 

 

妊産中の休息 
 母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合勤務が免除さ

れます。 

 休息：業務中、適宜休息し、又は補食するために必要な時間 

 

妊産婦の保健指導・健康診査 
 妊産婦は母子保健法の規定に基づく妊産婦検診を受けるために必要な

時間、休暇を取得できます。 

産前 

妊娠     ２３週 ２４週      ３５週 ３６週      出産まで 

  

 

 

 産後（１年以内） 

医師等の指示による必要な時間 

 

 

４週に１回 

 
２週に１回 

 
１週に１回 

 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 
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●非常勤職員 

★母性健康管理指導事項連絡カード 

妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、何等かの措置が必要であると医

師から指導を受けた時、医師からの指導事項を伝えるためのカードです。 

・ このカードを提出すると、記載内容に応じた適切な措置を受けるこ

とができます。（詳しくは厚生労働省の HPでご確認ください。また、

ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されています。） 

 

＜出産期＞ 

産前休暇 
６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性教職員が

申し出た場合、出産の日までの期間取得できます。 

 ※出産の日は、産前休暇に含まれます。 

 
Q：産前・産後休暇に承認制がとられていないのは何故ですか？ 

A：産前については、出産する予定である教職員の申し出、産後につい

ては、出産という事実があれば休暇が成立するということであり、所属

長により何らかの判断を加える余地はありません。 

（従って、休暇簿の承認・不承認のチェックも必要ありません。） 

 
産後休暇 

 出産の翌日から８週間を経過する日までの期間。（産後休暇について、

６週間は強制的な休暇ですが、それ以降に女性職員が就業を申し出た場

合において医師が支障がないと認めた場合を除きます。） 

 
Q：流産した場合も、産後の特別休暇は認められますか？ 

A：妊娠４か月（８５日）以上であれば、認められます。 
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●非常勤職員 

経済的支援 

出産育児一時金（健康保険から） 
被保険者及びその被扶養者が出産した時は、次の出産費などが支給さ

れます。 

組合員・被扶養者 出産費・家族出産費 

産科医療補償制度加入機関※での出産 ４２０，０００円 

上記以外の医療機関等での出産 ４０４，０００円 

１．妊娠４か月（８５日）以上であれば、死産・流産などの異常分娩や

人工妊娠中絶に対しても、支給されます。 

２．多生児を出産した時は、胎児数分の額が支給されます。 

※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、

産科医療補償制度に係る保険料相当の１６，０００円が支給額に含ま

れます。 

 

出産手当金 
（健康保険から） 

被保険者が出産のため、休暇を取得し、無給となった場合、出産手当

金が支給されます。 

 ・支給期間 

  出産の日（出産が予定日より後になった場合は、出産予定日）以前４

２日（多胎妊娠の場合は９８日）から出産日の翌日以降５６日までの範

囲内で、休暇を取得し、無給となった期間について支給されます、 

 ・支給額    １日につき標準報酬の日額× ２／３ 

 

産休期間中の社会保険料免除 
  平成２６年４月１日より産前・産後休暇期間中の社会保険料（厚生

年金・健康保険）が免除されます。 

【問合せ先】総務課人事係 
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●非常勤職員 
 

育児期 
保育休暇 
 生後１年に達しない子を育てる教職員が、その子への授乳や託児所への

送迎え等を行う場合 

◎単位 

１日２回それぞれ３０分単位 

（２回分を連続させて１時間とすることもできます。） 

Q：夫婦共働きである場合、同時に保育時間を請求することはできます

か？ 

A：男性職員が保育休暇を請求する場合、配偶者が同様の休暇（保育時

間・育児休業・育児短時間勤務・育児時間など）を取得している場合に

は調整され、１日２回それぞれ３０分（計１時間）から配偶者が取得す

る時間を差し引いた時間を超えない範囲で請求できます。 
 
Q：保育時間に年次休暇を組み合わせて請求できますか？ 
A：保育時間は原則として、その前後に勤務することを前提として認め

られるものであることから、組み合わせての請求はきません。 

 

子の看護休暇 
 小学校就学前の子を養育する教職員が、その子の看護の為勤務しないこ

とが相当と認められる場合、１年度（４月１日～翌年３月３１日）のうち

以下の範囲内で休暇を取得できます。 

 ・対象が１人の場合：５日 

 ・対象が２人以上の場合：１０日 

 
Q：子の看護休暇において、「子の看護の為勤務しないことが相当と認め

られる場合」とは具体的にどのような場合ですか？ 

A：負傷又は病気にかかったその子の世話、予防接種又は健康診断を受

けさせる場合などです。 
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●非常勤職員 
 

育児休業 
満１歳に満たない子を養育するため、子が１歳に達する日まで（誕生日

の前日）育児休業を請求することができます。 

 ただし、配偶者が同じ日又は先に育児休業をしている場合は、当該子が

１歳２か月に達する日までの間で、産後休暇と育児休業期間との合計が１

年を限度として育児休業をすることができます。 

出産      ８週間            １歳２か月 

 配偶者：育児休業 

 

当該職員：産後休暇  当該職員：育児休業 
             

 
 

合計１年 

１歳～１歳６か月に達する子を養育するものは、以下に該当する場合に 

限り、当該子が１歳６か月に達するまで育児休業をすることができます。 

 臨時職員又は配偶者が、当該子の１歳到達日において育児休業を

している場合 

 保育所入所を希望しているが、入所できない場合 

又は、１歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、

疾病等により子を養育することが困難になった場合 

 

★更に、平成２９年１０月から、１歳６か月～２歳に達する子を養育する

ものは、以下に該当する場合に限り、当該子が２歳に達するまで育児休業

をすることができるようになりました。 

 臨時職員又は配偶者が、当該子の１歳６か月到達日において育児

休業をしている場合 

 保育所入所を希望しているが、入所できない場合 

又は、１歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、

疾病等により子を養育することが困難になった場合 
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●非常勤職員 
 

＊手続き 

＜育児休業を請求する場合＞ 

 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして、育児

休業開始予定日の前日から起算して１か月前の日までに、育児休業請

求書により申し出をします。 

＜延長する場合＞ 

育児休業終了予定日の１か月前までに、育児休業請求書を再提出し

てください。また育児休業をしている方が、保育所入所を希望してい

るが入所できない場合又は、１歳以降子を養育する予定であった配偶

者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

は２週間前までに育児休業請求書を再提出してください。保育所に入

所できない場合は、市町村が発行する証明書も提出してください。 

 

                     延長 

申請    開始       終了予定       終了予定 

         延長申請 

 

 

 

育児時間 

（※定時臨時職員についてのみ、育児時間の取得が可能です。） 

 満３歳に満たない子の養育のため、請求により当該子の３歳の誕生日の

前日まで１日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。 

◎単位 

 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて所定勤務

時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲で、３０分単位 

＊手続き  

 育児時間勤務を始めようとする日の前日から起算して１か月前の

日までに育児時間請求書により申し出をします。 

開始 

１か月前 終了１か月前または２週間前 
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●非常勤職員 
 

※以下に該当する臨時職員は育児休業及び育児時間を取得することがで

きません。 

 育児休業をする臨時職員の職務代行の為に、期間を定めて臨時に雇用

された者 

 継続勤務期間が１年未満の者 

 請求の日から当該子が１歳６か月になるまでの間に雇用関係が終了

することが明らかな者 

（ただし、引き続き当該子が２歳になるまで延長した場合は、当該子

が２歳にまるまでの間に雇用関係が終了することが明らかな者） 

 所定勤務日数が週２日以下の者 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 

 
Q：育児休業の取得に制限はありますか？ 

A：特段の事情がある場合を除き、当該子について１回限りです。 

ただし、以下に該当する場合は、適用外です。 

 育児休業に係る日の出生の日から起算して８週間を経過する日の

翌日までの期間に、育児休業をした父親（教職員）が、再度育児休

業をする時は２回目の休業が取得可能。（パパ・ママ育休プラス） 

 保育園入所を希望しているが、入所できない場合。 

 １歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等に

より子を養育することが困難になった場合 
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●非常勤職員 
 

経済的支援 

育児休業給付金 
（雇用保険から） 

 ・支給対象者・ 

   １歳未満の子（保育所に入所できないなど、特別な事情がある場合

は２歳に達するまで）を養育するために育児休業をする一般被保険者

で、育児休業開始前２年間に、賃金支払基礎日数が１１日以上ある月

が１２か月以上ある人に支給されます。 

 ・給付内容・ 

   各支給単位期間（育児休業を開始した日から起算した１か月ごとの

期間）について支給されます。 

   金額  休業開始時賃金日額×支給日数× ５０％☆（当分の間） 

※賃金月額には上限があります。 

☆育児休業開始日から１８０日に達するまでの間は、６７％となります。 

【問い合わせ先】総務課服務・福祉係 

 

Q：育児休業給付金は男性にも支給されますか？ 

A：男女どちらにも支給されます。 

  女性：産後休暇後から支給 ／ 男性：出産日当日から支給可能 

 

Q：育児休業を延長した場合も育児休業給付金は支給されますか？ 

A：育児休業給付金は、原則１歳（再手続により１歳６か月）に達する前 

まで育児休業を取得した場合に支給されますが、保育所に入れないなどの

理由により、１歳（再手続により１歳６か月）に達する前日までに育児休

業を延長した場合、１歳６か月（再手続により２歳）に達する前日まで育

児休業給付金が支給されます。 
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●非常勤職員 
 

社会保険料の免除 
 健康保険組合員が満３歳未満の子を養育するための育児休業を取得す

る場合、育児休業を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含

まれる月の前月までの期間、社会保険料が免除されます。 

●提出書類はありません。          
【問合せ先】総務課人事係 
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●非常勤職員

両親ともに育児休業をする場合の特例（パパ・ママ育休プラス） 

両親ともに育児休業をとる場合には、一定の条件を満たせば、子が１歳２

か月に達する前日までの間に、最大１年まで育児休業交付金が支給されま

す。 

・支給対象者・（①～③のすべての要件を満たす場合）

①育児休業開始日が、子の１歳に達する日の翌日以前であること。

②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日後であ

ること。

③配偶者が、子が１歳になるまでに育児休業を取得していること。

＜取得例＞    １歳に達する日の翌日 

出産    ８週間  １歳     １歳２か月 

 母：産後休暇   母：育児休業 

 父：育児休業 

 母：産後休暇   母：育児休業 

    父：育児休業 

 母：産後休暇   母：育児休業 

 

 父：育児休業

例①

例②

例③

父：育児休業 

育児休業に係る日の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌

日までの期間に、育児休業をした父親（教職員）が再度育児休業をす

る時は合計して１年を超えない範囲で、２回目の休業ができます。 

再取得 
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●非常勤職員

介護 
介護休暇 
 要介護者のある教職員が当該要介護者を介護するために勤務しないこ

とが相当であると認められる場合、１年度（４月１日～翌年３月３１日）

のうち以下の範囲内で休暇を取得できます。 

・対象が１人の場合：５日

・対象が２人以上の場合：１０日

Q：「要介護状態にある家族」の対象家族の範囲はどこまででしょうか？ 
A：①配偶者（事実婚含む）②父母 ③子 ④配偶者の父母

⑤祖父母・孫・及び兄弟姉妹

⑥教職員又は配偶者にとって事実上父母及び子と同様の関係にある

と認められる者で次に掲げる者（同居している者に限る。） 

父母の配偶者／配偶者の父母の配偶者／子の配偶者／配偶者の子 

Q：要介護状態とはどのような状態でしょうか？

A：負傷、疾病、老齢又は心身上もしくは精神上の障害により２週間以

上の期間にわたり日常生活（食事、入力、着替え、排せつ等）を営むの

に支障がある状態であり、別添１（厚生労働省のＨＰより引用）の常時

介護を必要とする状態に関する判断基準に該当する状態をいいます。 

Q：介護休暇は、どのような時に利用できますか？ 
A：要介護者の身の回りの世話等の他に、介護のために必要な物品の購

入や病院の付添い等の直接介護以外の家事援助等にも利用できます。 
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●非常勤職員

介護休業 
 要介護状態にある家族を介護する場合に、介護休業を申し出ることがで

きます。 

・対象者・

①配偶者（事実婚含む）

②父母

③子

④配偶者の父母

⑤祖父母・孫・及び兄弟姉妹

⑥教職員又は配偶者にとって事実上父母及び子と同様の関係にある

と認められる者で次に掲げる者（同居している者に限る。）

父母の配偶者／配偶者の父母の配偶者／子の配偶者 

／配偶者の子 

【日数】 

 介護を必要とする対象家族１人につき、３回を上限として、通算９

３日まで。 

※以下に該当する臨時職員は介護休業をすることができません。

 継続勤務期間が１年未満の者

 請求の日から９３日経過日の６か月を経過するまでの間（請求の

日（起算日）＋９３日＋６か月）に雇用関係が終了することが明

らかな者

 所定勤務日数が２日以下の者

＊手続き 

介護休業開始予定日の前日から起算して１週間前までの日に、１日を

単位とし、介護休業承認申請書により申し出をします。 

介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休業の申請

を行う場合は、２週間以上の期間について一括して請求してください。 
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●非常勤職員

Q：介護休業は時間単位でも取得できますか？ 
A：介護休業の単位は１日又は１時間です。１時間を単位とする介護休

業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて所定勤

務時間から４時間を引いた時間を超えない範囲としてください。 

※６時間勤務の臨時職員の方は、６時間―４時間＝２時間になりますの

で、時単位の介護休業を取得する場合は、１日２時間以内となります。 

経済的支援 
介護休業給付金 
（雇用保険から） 

・支給対象者・

要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をする雇用

保険の被保険者で、介護休業開始２年間に、賃金支払基礎日数が１１

日以上ある月が１２か月以上ある人に支給されます。 

・給付内容

各支給単位期間（介護休業を開始した日から起算した１か月ごとの

期間）について支給されます。 

金額 

 休業開始時賃金日額×支給日数× ６７％ 

※賃金月額には上限があります。

・支給対象期間・

支給対象となる家族の同一要介護状態につき、１回の介護休業期

間（最長３か月）について支給されます。 

  介護休業開始日        ３か月 

要介護状態  

最長３か月 

【問合せ先】総務課服務・福祉係 
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○お問い合わせ先

勤務関係・その他全般：総務課総務係 7006・7007 

共済関係：総務課服務・福祉係 7051 

育児・介護休業関係：総務課服務・福祉係 7015 

社会保険・給与関係：人事係 7005・7011・7019 

ライフスタイルブック３は、平成３０年１月現在の情報です。

詳しい内容は、所属の総務担当者または上記の係までお問い合わせください。 

○編集

和歌山大学男女共同参画推進室（内線 7006・7007）




